
 

1  総則 

1.1  適用範囲 

この仕様書は，航空自衛隊Ｃ－２航空機の地上交流電源として使用する自走式電源車（Ｃ

－２用）（以下，“本器材”という。）について規定する。 

1.2  用語及び定義 

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 1.2 によるほか，

次による。 

1.2.1  ＦＡＩＮＥＳ 

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が運営するインターネットを活用した整備情

報提供システム 
1.3  引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書

の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

 なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除

く。）は，この仕様書に定める内容が優先する。 

1.3.1  引用文書 

a) 規格 

ＪＩＳ Ｄ ５３０１     始動用鉛蓄電池 

ＮＤＳ Ｃ ０００２     地上用電子機器通則 

  ＡＮ３４３０－２Ａ     CABLE ASSEMBLY,POWER,ELECTRICAL,115/200VOLTS, 

3PHASE 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

ＪＥＣ－２１３０      同期機 

ＪＥＣ－２１００      回転電気機械一般 

ＪＥＣ－６１４７      電気絶縁システムの耐熱クラスおよび熱的耐久性評価 

b) 仕様書 

ＤＳＰ Ｚ ９００８     品質管理等共通仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１  航空機用機器工具一般共通仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７  調達品等一般共通仕様書 

ＭＩＬ－Ｅ－７８９４Ａ   ELECTRIC POWER,AIRCRAFT 

c) 法令等 

消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

航空自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達（昭和５７年航空自衛隊達第５ 

号） 

1.3.2  関連文書 

 ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リ

スクへの対応について（通知）（装管調第８０７号 令和３年１月２１日） 

2  製品に関する要求 

2.1  設計条件 

設計条件は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.2 によるほか，次による。 

なお，設計を実施するに当たり，現地調査が必要な場合は，官側と調整の上，現地調査

を実施することが可能である。 

a) 整備性に優れ，維持整備が容易であり，特別な教育を必要としないこと。 

b) 整備に特殊な器材及び工具を必要としないこと。 

c) 可能な限り汎用性の高い市販品の使用を考慮すること。 

2.2  構成 

構成は，表１による。 

 

表１－構成 

品  名 数量 単位 

自走車体 １ ＥＡ 

パワーユニット １ ＳＥ 

 発電機駆動用機関 １ ＳＥ 

 蓄電池 ２ ＥＡ 

排気装置 １ ＳＥ 

補助始動装置 １ ＳＥ 

交流発電機 １ ＥＡ 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

表１－構成（続き） 

品  名 数量 単位 

 制御装置 １ ＳＥ 

 操作盤 １ ＳＥ 

 回転計 １ ＥＡ 

油圧計 １ ＥＡ 

水温計 １ ＥＡ 

直流電流計（蓄電池充電用） １ ＥＡ 

燃料計 １ ＥＡ 

積算時間計 １ ＥＡ 

グロープラグインジケータ １ ＥＡ 

始動スイッチ １ ＥＡ 

速度切替スイッチ １ ＥＡ 

投光器スイッチ ２ ＥＡ 

故障表示器 １ ＳＥ 

 過電圧表示灯（赤色） １ ＥＡ 

不足電圧表示灯（赤色） １ ＥＡ 

過電流表示灯（赤色） １ ＥＡ 

過周波数表示灯（赤色） １ ＥＡ 

不足周波数表示灯（赤色） １ ＥＡ 

油圧低下表示灯（赤色） １ ＥＡ 

水温上昇表示灯（赤色） １ ＥＡ 

ランプチェック押ボタンスイッチ １ ＥＡ 

リセットスイッチ １ ＥＡ 

保護装置 １ ＥＡ 

出力表示灯（赤色） １ ＥＡ 

デジタルマルチメーター（電圧・電流・周波数） 

（０～３００ Ｖ，０～４００ Ａ，３５０～４５０ Ｈｚ） 
１ ＥＡ 

盤面照明 １ ＥＡ 

出力ＯＮスイッチ １ ＥＡ 

出力ＯＦＦスイッチ １ ＥＡ 

機体継電器スイッチ １ ＥＡ 

電圧調整用抵抗器 １ ＥＡ 

盤面照明用スイッチ １ ＥＡ 

制御箱（専用箱内に収納する。） １ ＳＥ 

 主接触器 １ ＥＡ 

変流器 １ ＳＥ 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

表１－構成（続き） 

品  名 数量 単位 

   自動電圧調整器（線路電圧降下補償機能を含む。） １ ＳＥ 

補助継電器 １ ＳＥ 

蓄電器 １ ＳＥ 

電気ガバナ用コントロールユニット １ ＳＥ 

整流器 １ ＳＥ 

抵抗器 １ ＳＥ 

ヒューズ １ ＳＥ 

ハウジングカバー １ ＥＡ 

架台 １ ＥＡ 

パワーケーブル １ ＥＡ 

投光器 ２ ＥＡ 

2.3  材料・部品 

材料及び部品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.3 による。 

2.4  加工方法 

加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.4 及びＮＤＳ Ｃ ０００２の 3.3 による。 

2.5  構造・形状・寸法・質量 

構造，形状，寸法及び質量は，図１～４を基準とし，細部は，承認図面によるほか，次

による。 

2.5.1  構造・形状 

2.5.1.1  自走車体 

自走車体は，４輪貨物自動車のキャブオーバー形シャーシとし，契約締結時における最

新の排出ガス規制に適合する車で，パワーユニットが搭載可能な構造とする。エンジンは，

水冷ディーゼル式，燃料タンクは６０ Ｌ以上とし，積載量は，３ ０００ ｋｇ以下とする。 

2.5.1.2  パワーユニット 

パワーユニットは，前部に交流発電機及び制御装置を配置し，後部に発電機駆動用機関

を配置するものとする。また，操作により発電機を駆動し，その最大負荷に対しても十分

な性能を発揮でき，Ｃ－２航空機からのＥ，Ｆ信号が無い状態で電源出力が可能であるも

のとし，細部は，次による。 

a) 発電機駆動用機関 発電機駆動用機関は，一般産業用ディーゼル機関とし，発電機を

駆動するものであり，蓄電池，排気装置及び補助始動装置を装備し，細部は，次によ

る。 

1) 蓄電池 蓄電池は，パワーユニット用専用品として，ＪＩＳ Ｄ ５３０１に規定さ

れる自動車用１２ Ｖ，９６ Ａｈ又は同等以上を２ＥＡ（直列接続）装備するものと

し，（－）側接地とする。 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

2) 排気装置 排気装置は，消音器及び消炎器からなり，ハウジングカバー内部に配置

し，排気方向は，操作盤方向に配置しない。 

3) 補助始動装置 補助始動装置は，寒冷時において，ディーゼル機関の始動を容易に

するため，予熱装置を装備するものとする。 

b) 交流発電機 交流発電機は，発電機駆動用機関により駆動され，ガバナにより回転速

度を制御する。 

c) 制御装置 制御装置は，鋼板製とし，操作盤及び制御箱からなり，自走車体の運転席

側の前方に設置してあり，夜間や荒天時でも使用可能な照明を有するものとする。 

d) ハウジングカバー ハウジングカバーは，発電機駆動用機関，交流発電機，制御装置

等の内部機器の整備及び点検を容易にするため，開閉式扉を設ける。 

なお，開閉式扉を閉じた時に雨水などの浸入により内部部品に異状を生じないように

する。 

e) 架台 架台は，鋼板及び形鋼の溶接構造とし，発電機駆動用機関，交流発電機，制御

装置及びハウジングカバーを装備できる構造とする。 

2.5.1.3  パワーケーブル 

パワーケーブルは，ＡＮ３４３０－２Ａ又は同等以上（長さ１５ ｍ以上）を１ＥＡ装備

するものとする。 

2.5.1.4  投光器 

 投光器は，ハウジングカバーの後部左右に２４ Ｖ，４０ Ｗ相当のものを各１ＥＡ，合

計２ＥＡ装備する。 

 なお，４０ Ｗ相当のＬＥＤの使用も可とする。 

2.5.2  寸法・質量 

 寸法及び質量は，表２による。 

表２－寸法・質量 

最大寸法ａ）（ｍｍ） 
最大質量ｂ）（ｋｇ） 

全長 全幅 全高 

５ ３００ ２ １００ ２ ３５０ ５ ３００ 

注ａ） 突起物を除く。 

注ｂ） 乗員を除く。 

2.6  性能 

 性能は，次による。 

 なお，本器材は，情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害

等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下,“障害等リスク”という。）が潜在

すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコード，プログラム，電子部品，機器

等（以下,“ソースコード等”という。）の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更

が行われていないものでなければならない。 

2.6.1  発電機駆動用機関 

 発電機駆動用機関は，次による。 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

a) 形式 ディーゼル水冷４サイクル６シリンダ 

b) 総排気量 ７．０ Ｌ以上 

c) 定格出力 ９７ ｋＷ以上，２ ４００ ｍｉｎ－１（ｒ／ｍｉｎ）以上 

d) 始動方式 電気式２４ Ｖ 

e) 調速器 電気式ガバナとする。 

f) 燃料タンク １００ Ｌ以上 

2.6.2 交流発電機 

 交流発電機は，次による。 

a) 形式 無刷子式自己通風型 

b) 極数 ２０以上 

c) 定格電圧 １２０／２０８ Ｖ 

d) 定格回転数 ２ ４００ ｍｉｎ－１（ｒ／ｍｉｎ）以上 

e) 過負荷耐力 １２５ ％ ５分間 

f) 絶縁種別 ＪＥＣ－６１４７によるＦ種 

g) 準処規格 ＪＥＣ－２１３０，ＪＥＣ－２１００による。 

2.6.3  電気的性能 

 特に指定のない限りパワーケーブル端での測定値とし，電気的性能は，次による。 

a) 定格出力 定格出力は，次による。 

1) 定格出力 ９０ ｋＶＡ 

2) 定格電圧 １１５／２００ Ｖ 

3) 定格電流 ２５０ Ａ 連続 

4) 定格周波数 ４００ Ｈｚ 

5) 相数 ３相４線式 

6) 定格力率 ０．８ ＬＡＧ 

b) 出力電圧調整範囲 無負荷にて出力ケーブル端において，相電圧１１５ Ｖ±１０ Ｖ

の範囲の調整ができるものとする。 

c) 電圧変動特性 定格力率の出力電流０～１００ ％（２５０ Ａ）の範囲において，相

電圧１１５ Ｖの±１ ％以内の定電圧を供給できるものとする。 

d) 過渡電圧 定格電圧に設定し，定格力率で出力電流０～１００ ％（２５０ Ａ）に，

また，その反対に急変しても，出力電圧は８０～１８０ Ｖ以内とする。 

e) 過渡応答 定格力率の出力電流０～１００ ％（２５０ Ａ）間の変化に起因する過渡

電圧は，０．３秒以内に相電圧１１５ Ｖの±１ ％以内にあるものとする。 

f) 出力電圧変調度 定格力率の出力電流０～１００ ％（２５０ Ａ）の範囲における出

力電圧の変調度は，１ ％以下とする。 

g) 出力電圧波形 定格力率の出力電流１００ ％（２５０ Ａ）までの平均負荷状態では

線間電圧及び相電圧の高調波含有率は，各高調波は基本波の２％以下，また，全高調

波は，基本波の３ ％以下とする。 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

h) 相電圧の不平衡（平衡負荷時） 定格力率で出力電流０～１００ ％（２５０ Ａ）の

範囲内の平衡負荷状態における出力電圧の不平衡率は，発電機出力端にて１ ％以下と

する。 

i) 相電圧の不平衡（不平衡負荷時） ３３ ％不平衡負荷状態で出力電圧の不平衡率は，

発電機出力端にて４ ％以下とする。 

j) 出力周波数変動率 定格力率の出力電流０～１００ ％（２５０ Ａ）の範囲における

周波数は，４００±５ Ｈｚ以内とする。 

k) 過渡周波数及び復帰時間 負荷を０から１００ ％及び１００から０ ％に急変した時

の周波数は，４００±１４ Ｈｚ以内にあり２秒以内に４００±５ Ｈｚに復帰し，安

定するものとする。 

l) 周波数安定度 定格電圧にて定格力率，定格出力電流で運転中の周波数変動は，４０

０ Ｈｚ±２ Ｈｚ以内とする。 

m) 過負荷耐力 １２５ ％負荷で５分間異状がないものとする。 

n) 絶縁耐力 発電機及び制御装置の絶縁耐力は，導電部と大地間及び導電部及び導電部

相互間に商用周波数の交流電圧を加えたとき，次の条件で１分間これに耐えるものと

する。ただし，電子機器及び蓄電器は除くものとし，各々単体における性能とする。 

1) 回路電圧 ５０ Ｖ以下は，５００ Ｖ 

2) 回路電圧 ５０ Ｖを超えるものは，１ ０００ Ｖ＋（２×回路電圧） 

o) 温度上昇 定格状態で運転したとき，発電機各部の温度上昇がＪＥＣ－２１３０に規

定されている温度上昇値以下となるものとする。 

  なお，基準周囲温度は，４０ ℃とする。 

2.6.4  保護性能 

 保護性能は，次による。 

a) 潤滑油圧力低下 発電機駆動用機関の潤滑油圧力が製造者が設定した値以下に低下し

たとき，自動で出力側主接触器を開放して発電機駆動用機関も停止させ，電力の供給

を停止する。 

b) 水温上昇 発電機駆動用機関の冷却水温度が製造者が設定した値以上に上昇したとき，

自動で出力側主接触器を開放して発電機駆動用機関も停止させ，電力の供給を停止す

る。 

c) 過周波数 保護装置の動作点を４２０ Ｈｚ（許容値±５ Ｈｚ）とし，自動で出力側

主接触器を開放して発電機駆動用機関も停止させ，電力の供給を停止する。動作点を

超える周波数になった際も同様とする。 

d) 過電圧 ＭＩＬ－Ｅ－７８９４Ａに規定の過電圧状態になったとき，自動で出力側主

接触器を開放して電力の供給を停止する。 

e) 不足電圧 保護装置の動作点を相電圧にて９８ Ｖ（許容値±５ Ｖ）とし，この状態

が５秒以上継続したとき，自動で出力側主接触器を開放して電力の供給を停止する。

動作点を下回る電圧になった際も同様とする。 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

f) 過電流 定格電流の１２５ ％の電流が５分間を経過して流れた際には，自動で出力側

主接触器を開放して電力の供給を停止することを基準とし，１２５ ％を超えた電流が

流れた際には，本器材を保護できる経過時間内に出力側主接触器を自動開放する。 

g) 不足周波数 保護装置の動作点を３８０ Ｈｚ（許容値±５ Ｈｚ）とし，自動で出力

側主接触器を開放して電力の供給を停止する。動作点を下回る周波数になった際も同

様とする。 

2.7  表面処理 

 表面処理は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.6 による。 

2.8  製品の表示 

 製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.7 による。 

 なお，銘板の種類は１種銘板とする。 

2.9  品質管理 

 品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求事項は，ＤＳＰ Ｚ ９００８の

表１の c による。 

 なお，本器材は，障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソー

スコード等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われない相応の管理その

他の契約の相手方（下請負者，再委託先等を含む。）による適正な品質管理の下で製作さ

れたものであって，その品質を保証されたものでなければならない。 

3  品質保証 

3.1  製品試験 

 製品試験は，次による。 

a) 車体試験 車体試験は，自走車体と搭載されたパワーユニットが確実に取り付けられ

ているか確認する。 

b) 電気的性能試験 電気的性能試験は，2.6.3 を満足しなければならない。 

c) 保護性能試験 保護性能試験は，2.6.4 を満足しなければならない。 

3.2  監督・検査 

 契約担当官等の定める監督及び検査実施要領により実施する。 

4  出荷条件 

 出荷条件は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の箇条 3 による。 

5  その他の指示 

5.1  提出書類 

 提出書類は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.1 により，次の書類を提出する。 

a) 類別原資料 

b) 取扱説明書（会社刊行技術資料） 

c) 特定化学物質等の資料 

d) 貴金属等管理資料 

5.2  附属品・予備品 

 附属品及び予備品は，表３及び表４による。 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

表３－附属品 

品  名 数量 単位 

粉末消火器（ＡＢＣ，１．８ ｋｇ，消防法及び国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律第６条及び第７条の規格の適合品，

リサイクルシール付き） 

１ ＥＡ 

発電機駆動用機関附属工具 １ ＳＥ 

自走車体附属工具 １ ＳＥ 

自走車体取扱説明書ａ）ｂ） １ ＳＥ 

パーツカタログａ） １ ＳＥ 

自走車体整備資料（シャーシ，エンジン，トランスミッション，電

装を含む。）ａ）ｂ） 

１ ＳＥ 

注ａ） ＣＤ－ＲＯＭを可とする。 

注ｂ） 自走車体取扱説明書及び自走車体整備資料（シャーシ，エンジン，トランスミッ

ション，電装を含む。）は，ＦＡＩＮＥＳにより整備情報の閲覧が可能な場合は，

不要とする。ただし，本契約の製造において車体に変更箇所があり，ＦＡＩＮＥ

Ｓで確認ができないものについては，変更箇所のみ提出するものとする。 

 

表４－予備品 

品  名 数量 単位 

照明灯用電球（パワーユニット用）ａ） 常用数 

表示灯用電球（パワーユニット用）ａ） 常用数 

ヒューズ（パワーユニット用） 常用数 

Ｖベルト（パワーユニット用） 常用数 

オイルフィルタエレメント（パワーユニット用） 常用数 

エアフィルタエレメント（パワーユニット用） 常用数 

燃料フィルタ（パワーユニット用） 常用数 

投光器用電球ａ） 常用数 

予備品箱（粉末消火器及び図書類を除く，附属品及び予備品を収納

できること。） 
１ ＥＡ 

注ａ） ＬＥＤ使用の場合は，電球は，不要とする。 

5.3  承認用図面 

契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 により，次の承認用図面を作成の上，

提出し，承認を受けなければならない。 

a) 外形図 

b) 組立図 

c) 配線系統図 

d) 制御装置操作盤盤面図 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 

e) 銘板図 

5.4  技術変更提案（ＥＣＰ） 

技術変更提案（ＥＣＰ）は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.7 による。 

5.5  装備品等不具合報告（ＵＲ）対策 

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.4 による。 

5.6  立入制限場所への立入 

契約の相手方は，部隊等の長が定めた立入制限場所へ立入る必要がある場合は，航空自

衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達の定めるところにより，立入りを許可され

た者でなければならない。 

5.7  官側における支援 

契約の相手方は，現地調査を実施するに当たり，官側の支援が必要な場合は，次の事項

について官側と事前に調整の上，無償で官側の支援を受けることが可能である。 

a) Ｃ－２航空機の支援 

b) 現地部隊が保有する器材等の使用 

c) 現地部隊における搬入器材の保管及び作業のための施設提供 
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品  名 自走式電源車（Ｃ－２用） 
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